
次のとおり条件付き一般競争入札を行います。 

 

令和６年２月２９日 

神奈川県川崎競馬組合管理者  武井 政二 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）業務名 

  令和６年度 川崎競馬場場内案内及び警備業務委託（業務エリア） 

（２）業務内容及び契約の条件等 

入札説明書、契約書（案）及び仕様書によります。 

（３）契約期間 

令和６年４月１日から令和７年３月 31日まで 

（４）業務場所 

仕様書のとおり 

 

２ 競争入札参加資格 

（１）神奈川県の競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

（２）神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

（４）２年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。ただし、会社更生法又は民 

事再生法に基づく裁判所の更生（再生）手続の開始の決定を受けた後、（１）の競争入 

札参加資格の再認定を受けた者を除きます。 

（５）６ヶ月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。ただし、会社更生 

法又は民事再生法に基づく裁判所の更生（再生）手続の開始の決定を受けた後、（１） 

の競争入札参加資格の再認定を受けた者を除きます。 

（６）債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売 

手続の開始決定がなされている者でないこと。 

（７）最近１年間の法人事業税を完納している者（地方税法に基づく猶予制度の適用 

を受けている者を含む。）であり、かつ最近１年間の消費税及び地方消費税を完納 

している者（新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律 

の臨時特例に関する法律、国税通則法及び国税徴収法に基づく猶予制度の適用を 

受けている者を含む。）であること。 

（８）労働保険加入事業所であること。 

（９）（１）の名簿において、営業種目として「警備・受付の委託（細目：「人的警備」と「受 

付・案内」）」に登録されており、「Ａ」又は「Ｂ」の等級に区分されている者であるこ 

と。 



（10）神奈川県の令和５・６年度競争入札参加資格認定時に、「警備・受付の委託」の直前 

第１営業年度の売上高が１億円以上あり、かつ、直前第２営業年度の売上高が１億円 

以上あることを認定されていること。 

（11）１号警備業務または２号警備業務の警備員指導教育責任者の資格を有する者を１名 

以上配置し、かつ業務に配置されている者すべてに警備業法施行規則第 38条に定める 

研修を受講させていること。 

（12）配置予定者のうち、施設警備業務検定(１級または２級)、雑踏警備業務検定(１級ま 

たは２級)、交通誘導警備業務検定(１級または２級)の資格を有する者を１名以上配置 

すること。 

 

３ 入札説明書の交付方法等 

入札説明書は、入札公告と同様に神奈川県川崎競馬組合ホームページにより配布しま

す。 

郵便番号 210-0011 

神奈川県川崎市川崎区富士見１丁目５番１号 

神奈川県川崎競馬組合 開催サービス課 担当 乃
の

万
ま

 

電話 044-233-6704 

 

４ 入札参加者に求められる義務 

この入札に参加を希望する者は、２に掲げる事項を満たしていることを確認し、資格確

認申請を令和６年３月６日（水）１６時までに「電子メール」により提出してください。 

  宛先 koho99@kawasakikeiba.jp 

 

５ 入札書の提出 

入札書は「書面」により提出してください。 

 入札会場 

  神奈川県川崎競馬組合事務所２階大会議室 

  〒210-0011 川崎市川崎区富士見１丁目５番１号 

入札予定日時 

令和６年３月 21 日（木） 13 時 30 分 

 

６ その他 

（１）入札保証金 

免除 

（２）入札書の記載方法 

入札説明書によります。 

mailto:koho99@kawasakikeiba.jp


（３）入札の無効 

この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札及び入札の条件に反した入札 

（４）最低制限価格 

本入札には地方自治法施行令第 167 条の 10 第２項の規定により最低制限価格を設けま

す。最低制限価格は予定価格の 83％とし、最低制限価格未満の価格による入札は失格と

します。失格となった者は再度入札に参加することができません。 

（５）落札候補者及び落札者の決定方法 

神奈川県川崎競馬組合財務規則第 39条第１項の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札候補者とし、その者について、２の(４)から(12)の入札参

加資格を審査し、要件を満たしていることが確認できた者を落札者とします。 

審査の結果、その者が要件を満たしていることが確認できないときは、当該入札を無効

とし、次に価格の低い入札者について同様の審査をします。その入札を無効とした場合は、

順次、価格の低い入札者から同様に審査をします。 

なお、同価のため複数の者が落札候補者となった場合は、落札候補者全員について審査

をした上で、くじ引きにより落札者を決定します。 

（６） 落札決定の効果 

当該入札の落札決定の効果は、令和６年度当初予算に係る議会の議決がなされ、令和６ 

年４月１日の令和６年度予算発効時において効果を生ずるものとします。 

（７）契約書の作成 

   要 

（８）詳細は、入札説明書によります。 

 


